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厚生労働省に寄せられた「国民の皆様の声」の集計報告について 

 

 

 

 

 

 

別紙 

○厚生労働省に寄せられた「国民の皆様の声」の集計報告（令和元年 6月 27 日） 

 

（本省受付分：令和元年 5月 1日から令和元年 5月 31 日受付分） 

（地方受付分：平成 31 年 4 月 26 日から令和元年 5月 25 日受付分） 

 

 

 

令和 元年 ６月 ２７日 

【照会先】 

大臣官房総務課公文書監理・情報公開室  

 室   長 花咲 恵乃 

 室長補佐 吉川 英樹（内線 7133） 

（代表電話） 03（5253）1111 

（直通電話） 03（3595）2320 

 厚生労働省に寄せられる「国民の皆様の声」につきましては、厚生労働行政の政策改善

につながるきっかけとなるものであることから、１か月分の集計結果と現時点での対応等を

取りまとめましたので、お知らせいたします。 

  



（単位：件）

電話 メール等 計

441 8,359 8,800

19 53 72

医政局 94 156 250

健康局 67 102 169

医薬・生活衛生局 64 137 201

労働基準局 91 144 235

職業安定局 97 192 289

雇用環境・均等局 17 117 134

子ども家庭局 43 163 206

社会・援護局 130 102 232

障害保健福祉部 105 95 200

老健局 90 78 168

保険局 126 131 257

年金局 87 128 215

人材開発統括官 11 40 51

政策統括官（総合政策担当） 1 2 3

（統計・情報政策担当） 16 15 31

日本年金機構　 300 630 930

1,799 10,644 12,443

　
※ 主な国民の皆様の声は、担当部局別に次ページ以降に添付してあります。

※件数は本省受付分のみの件数になります。（国民の皆様の声コールセンター報告から集計）

 

 

 

  

 

　

合　　計

令和元年６月２７日
大臣官房総務課情報公開文書室

厚生労働省に寄せられた国民の皆様の声・集計報告

組　織　名

行政相談室
（各部局に属さないもの）

大臣官房

令和元年５月１日～５月３１日受付分

別紙
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（主な国民の皆様の声）

分類

1

①

2

①

3

①

4

①

国民の皆様の声・集計報告票

部局（課室）名 医政局

令和元年５月１日～５月３１日受付分

照　会　先 総務課総務係（２５１７）

平成29年度から３年計画で厚生労働科
学研究「医療通訳認証の実用化に関す
る研究」において医療通訳の認定制度
が検討されており、医療通訳の教育カ
リキュラムや研修テキスト、認定制度の
実施要綱案等が作成されている旨ご説
明しました。

麻酔科標榜医申請の要件について聞きたい。

医療通訳を監視すべきではないか。

麻酔科標榜医申請には２つの基準が
ある旨説明し、どちらの基準で申請を
行うか担当宛にお電話していただくよう
回答しました。

項番 内　　容
対　　応

概　　要

医療の現場において、今時の20代看護師及び
看護師歴1年未満の者が上司の指示も仰がず
勝手に行動するのに不満がある。国立系の病院
だけ特別なのか、他の病院もそうなのか。

国立系の病院だけが特別ということは
なく、看護師等の対応については、個
別具体的に判断すべきことであり、ご
指摘の病院の相談窓口や医療法第6
条の13に基づき設置される医療安全支
援センターにお問い合わせいただくよう
ご説明いたしました。

外国人看護師に関するご質問について。 外国人看護師に関する受験資格認定
の制度や単位の取得状況、資料の提
出方法を回答しました。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討
中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。
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（主な国民の皆様の声）

分類

1

②

2

①

3

③

国民の皆様の声・集計報告票
部局（課室）名 健康局

令和元年５月１日～５月３１日受付分

照　会　先 総務課総務係（内線2312）

ご指摘を踏まえ、ＰＤＦファイルで掲載し
ました。

厚生労働省ホームページに掲載してある、風し
ん抗体検査・風しん第５期定期接種受託医療機
関のリストがエクセルファイルであるため、見るこ
とができない。

項番 内　　容
対　　応

概　　要

自分が罹患している疾病が、なぜ指定難病に指
定されていないのか教えてもらいたい。

医療費助成の対象となる指定難病の
要件を説明するとともに、必要な情報
が集まった疾病について、指定難病検
討委員会において指定するかどうかの
検討がされることをご説明しました。

受動喫煙防止対策について、第一種施設では、
「施設を利用する者が通常立ち入らない場所」に
特定屋外喫煙場所を設置できるとされている
が、そのような場所がない場合、喫煙する場所を
敷地内に設けることはできないのか。

「施設を利用する者が通常立ち入らな
い場所」がない場合には、特定屋外喫
煙場所を設けることはできないことをご
説明しました。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討
中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。
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（主な国民の皆様の声）

分類

1

①

2

①

3

①

4

①

自家消費目的で毒劇物を輸入する際に、どのよ
うな手続きが必要か教えてほしい。

地方厚生局より確認済輸入報告書（薬
監証明）を受ける必要があることをお伝
えし、窓口となる地方厚生局をご案内し
た。

厚生労働省では、専用窓口である「フィ
ブリノゲン製剤等に関する相談窓口」を
設けています。
（電話番号：　0120-509-002）

参考：　厚生労働省ＨＰ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunits
uite/bunya/0000200729_00001.html

国民の皆様の声・集計報告票

部局（課室）名 医薬・生活衛生局

令和元年５月１日～５月３１日受付分

照　会　先 書記室　篠原（内線2704）

項番 内　　容
対　　応

概　　要

Ｃ型肝炎救済特別措置法に基づく、救済制度の
利用について相談したい。

医薬品、医療機器の安全性に関する御質問が
ありました。

個別の医薬品、医療機器については、
独立行政法人医薬品医療機器総合機
構に設置されている相談窓口を紹介す
るなどして対応しました。また、安全性
確保の仕組みについては、薬事・食品
衛生審議会等で専門家の先生に御議
論いただく等の制度になっていることを
御説明するなどして対応しました。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討
中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

医薬品、医療機器の副作用、不具合に関する御
質問がありました。

独立行政法人医薬品医療機器総合機
構に設置されている相談窓口を紹介す
るなどして対応しました。
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（主な国民の皆様の声）

分類

1

①

2

①

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討
中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

担当係より、採択基準に関する適用期
限についてご回答しました。

外国から紅茶を輸入したいので、手続きについ
て知りたい。

水道施設等耐震化事業の生活基盤近代化事業
の交付金事業の採択基準について聞きたい。

管轄の検疫所にお問い合わせいただく
ようご案内しました。

項番 内　　容
対　　応

概　　要

国民の皆様の声・集計報告票
部局（課室）名 医薬・生活衛生局　生活衛生・食品安全企画課

令和元年５月１日～５月３１日受付分

照　会　先
生活衛生・食品安全企画課

大塚（内線2493）
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（主な国民の皆様の声）

分類

1

①

国民の皆様の声・集計報告票
部局（課室）名 労働基準局

令和元年５月１日～５月31日受付分

照　会　先
課長補佐　　大屋　（内線５５５４）

総務第二係長　　米谷　（内線５５８２）

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討
中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

局所排気装置の性能の関係で、特定化学物質
のスチレンについて「特定化学物質障害予防規
則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能
（告示）」の表に載っていないが、求められる局所
排気装置の性能に関する規定はあるか教えて
欲しい。

スチレンは特別有機溶剤に該当するた
め、特定化学物質障害予防規則第３８
条の８により、有機溶剤中毒予防規則
が適用になることから、局所排気装置
の性能は有機溶剤中毒予防規則第１６
条に規定される性能が適用になる旨を
ご説明しました。

項番 内　　容
対　　応

概　　要
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（主な国民の皆様の声）

分類

1

②

2

④

項番 内　　容
対　　応

概　　要

国民の皆様の声・集計報告票
部局（課室）名 職業安定局

令和元年５月１日～５月31日受付分

照　会　先

公共職業安定所運営企画室
　広報担当官　渡辺（内線5682）
　広報係長　　 橋　 （内線5739）
中央職業安定監察官室
　中央職業安定監察官
　　宮本　（内線5655）

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討
中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

お申し出いただければ専門援助窓口で
相談させていただきます。
障害者手帳をお持ちの方もしくは医師
の診断などにより障害者であることを確
認できる方以外の方は一般求人のご
紹介となりますが、ご相談させていただ
く中で必要な事項は事業所に伝え、理
解を得た上でご紹介させていただきま
す。

求人検索機で、求人票だけではなく、社内風景
などの写真についても印刷できるようにしてほし
い。

障害者手帳がない人でも体が不自由であれば
障害者に準じた対応をしてほしい。

求人検索機では印刷できませんが、窓
口にお申し出いただければ印刷してお
渡しいたします。
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（主な国民の皆様の声）

分類

1

①

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討
中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

当法人で地域子育て支援拠点事業を実施してい
るが、正規職員ではないがフルタイムで勤務して
いる職員は常勤としての国庫補助が受けられる
のか。

常勤を雇用しているとして国庫補助を
受ける際、正規職員か非正規職員かは
問わない旨ご説明しました。

項番 内　　容
対　　応

概　　要

国民の皆様の声・集計報告票
部局（課室）名 子ども家庭局

令和元年5月 1日～5月31日受付分

照　会　先 　書記室　管理係（内線4805)
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（主な国民の皆様の声）

分類

1

①

2

①
④

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討
中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

なぜ外国人に生活保護を適用するのか。生活に
困窮する外国人は母国で保護すべきではないの
か。

ご意見としてお伺いしました。
　生活保護法自体は日本国民のみを対
象としておりますが、日本人と同様に日
本国内で活動できる方として永住者、定
住者等の在留資格を有し、適法に日本
に滞在する外国人の方については、行
政措置として生活保護法に準じて必要
と認める保護を行っています。
　これは、人道上の観点から行っている
ものであり、生活に困窮する外国人の
方が現に一定程度存在している現状を
踏まえれば、外国人に対する生活保護
を行う必要はあることをご説明しまし
た。

生活困窮者自立支援制度の内容を教えてほし
い。

　制度を説明し、室内でご相談内容につ
いて情報共有しました。

項番 内　　容
対　　応

概　　要

国民の皆様の声・集計報告票
部局（課室）名 社会・援護局（社会）

令和元年５月１日～５月３１日受付分

照　会　先
書記室管理係

（内線２８０３、２８０４）
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（主な国民の皆様の声）

分類

1

①

国民の皆様の声・集計報告票
部局（課室）名 社会・援護局障害保健福祉部

令和元年５月１日～５月３１日受付分

照　会　先 企画課庶務班（内線3016）

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討
中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

精神障害者保健福祉手帳の障害等級につい
て、統合失調症により該当する場合の状態につ
いてご質問をいただきました。

政令及び判定基準の通知により示して
いる精神障害の状態等についてご説明
するとともに、障害等級の判定を行う機
関や障害年金を給付している場合の判
定方法等についてご説明しました。

項番 内　　容
対　　応

概　　要
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（主な国民の皆様の声）

分類

1

①

国民の皆様の声・集計報告票
部局（課室）名 保険局

令和元年５月１日～５月３１日受付分

照　会　先 書記室管理係（内線3204）

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討
中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

短時間労働者の適用要件の中で、１年以上の継
続使用の見込みの解釈についてお聞きします。
パートで働き始め、勤務先から社会保険に加入
しなければならないと言われていますが、できれ
ば加入したくないと思っています。雇用契約は来
年の３月で切れるので、１年以上にはならないの
ですが、勤務先が言うように加入しなければなら
ないのでしょうか。

来年の３月以降、契約が終了した後に
延長しないことが雇用契約書等により
確認できる場合は、１年以上の使用が
見込まれないということで加入要件に
は当たらないことになります。 ただし、
就業規則や雇用契約書に更新される
場合があることが明示されていたり、同
一の事業所で同様の雇用契約に基づ
き使用されている方が更新等により１
年以上使用された実績がある場合は、
１年以上使用されることが見込まれるこ
ととして取り扱うことになるため、社会
保険には加入しなければならないこと
になります。

項番 内　　容
対　　応

概　　要
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（主な国民の皆様の声）

分類

1

①

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討
中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

日・中社会保障協定は令和元年９月１日に発効
するとのことだが、同協定に基づき、中国の年金
制度の加入免除のために必要な手続について
教えて欲しい。

１ 日・中社会保障協定に基づき、中国
の年金制度への加入が免除されるた
めには、日本年金機構等から「適用証
明書」の交付を受ける必要があります。

２ 適用証明書の交付申請書は協定発
効日の１月前である令和元年８月１日
から日本年金機構（年金事務所又は事
務センター）で受け付けます。ただし、
適用証明書は、協定発効日（令和元年
９月１日）以降順次発送します。

３ なお、適用証明書の交付申請につ
いての詳細は６月下旬に日本年金機構
のホームページに掲載する予定と承知
しております。

項番 内　　容
対　　応

概　　要

国民の皆様の声・集計報告票
部局（課室）名 年金局

令和元年５月１日～５月３１日受付分

照　会　先 総務課　課長補佐　中園（内線３３１６）
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（主な国民の皆様の声）

分類

1

①

2

①技能実習制度における監理団体の監査方針に
ついて知りたい。

監理団体の監査方針について、HPの
該当箇所をご案内し、内容を確認しな
がらご説明しました。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討
中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

項番 内　　容
対　　応

概　　要

新規学卒者の離職率を知りたい。 厚生労働省のホームページをご案内
し、新規学卒就職者の就職後３年以内
の離職率等をお伝えしました。

国民の皆様の声・集計報告票
部局（課室）名 人材開発統括官

令和元年５月１日～５月３１日受付分

照　会　先
人材開発総務担当参事官室
調整係　　只熊 （内線５７３８）
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（主な国民の皆様の声）

分類

1

①

2

①

3

①

項番 内　　容
対　　応

概　　要

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討
中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

労働災害動向調査の平成30年分の結果につい
てはいつ頃発表か。

「平成30年労働災害動向調査（事業
所調査（事業所規模100人以上）及び総
合工事業調査）」に関しては、令和元年
５月下旬～６月上旬頃の公表を予定し
ています、とご回答しました。

HP上に掲載している該当の統計表をご
案内しました。

国民生活基礎調査は本当に厚労省が行ってい
る調査か確認したい。

死亡の場所にみた死亡数・構成割合の年次推
移データについて、データが10年前のもののた
め、もう少し動向を見るためにも直近の分はない
か。

厚生労働省が行っている調査です。調
査員が伺いましたら、ご協力お願いしま
すとご案内しました。

国民の皆様の声・集計報告票
部局（課室）名

政策統括官
（統計・情報政策、政策評価担当）

令和元年５月１日～５月３１日受付分

照　会　先 統計・情報総務室総務係（内線７３６５）

14



　

（主な国民の皆様の声）

分類

1

①

2

①

3

①

4

①

5

④

特定保健用食品の成分に関して質問がある。 消費者庁にお問い合わせくださいます
よう、御案内いたしました。

消費税の軽減税率について、意見を述べたい。 財務省にお話しいただくよう、御案内い
たしました。

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討
中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

厚生労働大臣と直接会話をして意見を言いたい
ので大臣に代わってほしい。意見の内容はその
時に申し上げる。

内容に応じて、所管部局が組織として
責任をもって御意見等を承ることを説
明し、了承を得ました。

内閣府にお問い合わせいただくよう、御
案内いたしました。

地方公務員制度の働き方改革を推進して欲し
い。

児童手当の額改定通知書の文面で、改善が必
要と思われる点があるので指摘をしたい。

総務省にお話いただくよう、御案内いた
しました。

項番 内　　容
対　　応

概　　要

国民の皆様の声・集計報告票

部局（課室）名 行政相談室

令和元年５月１日～５月３１日受付分

照　会　先 相談係長　高橋　（内線7134）
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(参考）

　

（主な国民の皆様の声）

分類

1

2

3

4
①
④

項番 内　　容
対　　応

概　　要

国民の皆様の声・集計報告票
部局（課室）名 　日本年金機構

令和元年５月１日～５月３１日受付分

照　会　先

　相談・サービス推進部
　　お客様対応グループ長　　鈴木　澄子
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 米倉　克也
　　（代表電話） 03-5344-1100  （内線 3171）

国民年金や厚生年金保険、国民年金基金等の制度
を一本化し、加入者の希望で保険料の金額を決めら
れるようにしてほしい。

障害年金の請求書を昨年１０月に出したが、年金証
書が届いたのが５月だった。年金の決定が遅い、と
のご意見をいただきました。

診断書の内容について、担当医師へ照会
させていただく必要があり、事務処理に時
間がかかったことをお詫びするとともに、
年金の支払予定日をご説明し理解を求め
ました。

①
④

現行制度について説明をしたうえで、貴重
なご意見として承り、厚生労働省へ伝える
旨説明しました。

年金の受給について、２か月ごとではなく毎月の方
が計画的に利用できるので、変更してほしい。

遠距離通勤のため通勤手当が高くなり、在職老齢年
金の調整により年金が減額されている。通勤手当は
自分の自由に使えるお金ではないので報酬に含める
のはおかしい。改善してほしい。
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5
①
④

6
①
④

7
②
④

※「対応」欄のうち「分類」欄の丸数字は、①事実や制度を説明、②改善策を実施済み・実施予定、③改善策を検討
中、④国民の皆様の声の内容を組織で共有する、⑤その他、に分類。

国民年金保険料をクレジットカードで２年分まとめて
納付しようとしたが、資金不足のため納付できなかっ
た。クレジットカードの利用限度額を引き上げていた
のにおかしい、とのご意見をいただきました。

クレジットカード納付では、利用限度額と
有効期限が事前に確認できた場合にカー
ド会社が立替納付を行います。今年は、４
月の11日～２０日の間に利用限度額等の
確認を行ったことを説明し、ご理解をいた
だきました。

年金受給の手続きのため年金事務所へ相談に行っ
て質問したところ、説明の仕方がそっけなく、冷たい
感じがして不快になった、とのご意見をいただきまし
た。
（その他、105件の職員の接遇に関するご意見があり
ました。）

年金事務所においてお客様対応の事実
確認を行い、必要な指導等を行ってまいり
ます。また、お客様が不快な思いをされな
いよう親切・丁寧な対応を心掛けます。

年金を受け取っていた者が亡くなったため、未支給
年金の請求をしたが、亡くなった受給者の口座に入
金されている。口座が凍結されていておろせない、と
のご意見をいただきました。

未支給年金の請求をされた場合でも、亡く
なった受給者の口座を解約されていない
と、入金される場合があることを説明しま
した。また、口座の解約等については、金
融機関にご相談いただくようご説明しまし
た。
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